
①森林の立木を伐採（主伐）し、造林する場合

「伐採及び伐採後の造林
の届出書」提出

伐採の90日から30日前
伐採

「伐採に係る森林の状況
報告書」提出

伐採完了後30日以内

造林
伐採が完了した翌年度から

2年以内

「伐採後の造林に係る森
林の状況報告書」提出
造林完了後30日以内

②森林の立木を伐採（主伐）し、天然更新する場合

「伐採及び伐採後の造林
の届出書」提出

伐採の90日から30日前
伐採

「伐採に係る森林の状況
報告書」提出

伐採完了後30日以内

天然更新
伐採が完了した翌年度から

5年以内

「伐採後の造林に係る森
林の状況報告書」提出

天然更新完了時

③森林の立木を伐採（主伐）し、開発（1ha未満）する場合
 ※1haを超える開発を行う場合は、事前に県へ「林地開発許可申請」の提出が必要。

「伐採及び伐採後の造林
の届出書」提出

伐採の90日から30日前
伐採

「伐採に係る森林の状況
報告書」提出

伐採完了後30日以内
開発

④森林の立木を間伐する場合

「伐採及び伐採後の造林
の届出書」提出

伐採の90日から30日前
伐採


